
○プロポーザル審査における社会的な価値の勘案基準

評価基準 確認書類等

1 奈良県社員・シャイン職場づくり推進企業登録
登録あり

（公告日の前日までに登録のある場合）

登録証書の写し

（３年以内のもの）

登録あり

（公告日の前日までに登録のある場合）

登録証書の写し

（３年以内のもの）

認定あり

（公告日の前日までに認定のある場合）
認定通知書の写し

策定あり

（公告日の前日までに策定のある場合）

一般事業主行動計画届の写し

（労働局に届出を行ったもの）

雇用率3.5％以上

（障害者雇用状況報告書⑪の欄が3.5％以上の場合）

不足人数なし

（障害者雇用状況報告書⑫欄が０の場合）

不足人数あり

（障害者雇用状況報告書⑫欄に数値がある場合（0.5人も含む。））

その他の事業者（常用雇用労働者数43.5人未満）の場合、障

害者雇用
障害者の雇用あり 第１号様式

1回あたりの実施日数が３日以上の職場実習受入実績あり（公告日

の前日以前１年間においての受入実績）

障害者の職場実習実施日、支援機関等が確

認できる書類

（第２号様式又は受入にあたり支援機関等が作

成した依頼文書、業務日報（作成者を明らかに

したもの）等）

年額１０万円以上の発注実績（公告日の前日以前１年間においての発

注実績（契約履行中又は支払期限未到来のため支払いが完了していない

ものを含む。））

第３号様式及び添付書類

（契約書、納品書、請求書、領収書の写し）

登録あり

（公告日の前日までに登録のある場合）

雇用あり

（公告日の前年度4月1日から公告日の前日までの間の雇用）

5 環境に配慮した事業活動の状況
登録又は認証あり

（公告日の前日までに登録又は認証のある場合）

登録証又は認証書の写し

（2年又は3年毎更新）

6 健康経営に対する取組 認定あり（公告日の前日までに認定のある場合） 認定書の写し

障害者の雇用及びその促進に向けた取組の状況3

法定事業者（常用雇用労働者数43.5人以上）の場合、労働者

数×法定雇用率（小数点以下切り捨て）との比較

評価項目

女性の活躍及びその推進に向けた取組の状況2

評価内容

登録

①なら女性活躍推進倶楽部登録

②えるぼし、プラチナえるぼし、トライくるみん、くるみん、プ

ラチナくるみんのいずれかの認定

③女性活躍推進法又は次世代育成支援対策推進法に基づく一般事

業主行動計画の策定の有無

障害者雇用状況報告書直近報告分の写し

（毎年6月1日現在の状況を労働局に報告）

第４号様式

①

雇

用

人

数

②障害者職場実習の受入実績の有無

③障害者就労施設等への物品調達、業務委託等の発注実績の有無

健康経営優良法人の認定

保護観察対象者等の雇用の状況4

①協力雇用主登録の有無

②更生保護法第48条に規定する保護観察中の者又は同法第85条に

規定する更生緊急保護中の者の雇用

ISO14001、エコアクション２１、KES、エコステージのいずれか

の環境マネジメントシステムの登録又は認証


